
富士市物品購入等公募型指名競争入札案件 

 

１．契 約 番 号 5083000159 
２．件    名 遊具（広見小学校） 
３．納 入 場 所 富士市立広見小学校 

４．納 入 期 限 令和９年３月３１日 

５．概    要 別紙案件概要のとおり 

６．申請書提出期限 令和８年６月２２日 

７．その他参加に必要な条件等 

（１）富士市の物品買入れ等に係る競争入札参加資格を受けていること。  

（２）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。  

（３）富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止の期間中でないこと。  

（４）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者でないこと。  

（５）当該物品調達に係る営業に関し、必要とする許可、認可を得ていること。  

（６）富士市内の本社または支店、営業所での登録者であること。 

 

 

 

富士市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書 

 

上記の物品購入等の指名競争入札について、参加に必要な条件等を満たしており、入札に参加したいので申

請します。 

 

（あて先）富士市長 

令和   年   月   日 

 

住 所 

商 号 

    氏 名                        

 

 

 

・本申請書を持参またはファクシミリにより、契約検査課に提出してください。 

提出先 富士市財政部契約検査課 ＦＡＸ ０５４５－５３－０９０９ 

・送信票は、必要ありません。この申請書のみ（１枚）をＦＡＸ送信してください。 

・審査の結果については、後日通知します。 

 なお、通知等は入札参加資格審査申請書に記載されているメールアドレス宛に送付します。 

 メールアドレスの登録のない方については、郵送にて送付します。  

申請書提出期限から７営業日を過ぎても通知が届かない場合にはお問い合わせをお願いします。 

  



5083000159 遊具（広見小学校） 案件概要（１／５） 

１ 品名・数量 

№ 品  名 数量・単位 

1 ブランコ 中型 ３間６連 ニシオカ ５０－２－５ １ 台 

2 ブランコ境界柵 ニシオカ ５０－７－１ ２３ｍ １ 式 

3 運搬搬入、組立、据付設置（基礎部を含む）、旧品撤去 １ 式 

※同等品可 ・規格、仕様が同等であること。 

  ・（一社）日本公園施設業協会の認定企業の製品であり、同協会の定める「遊具の安全に関す

る規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合していること。 

・生産物賠償責任保険加入製品であること。 

同等品の場合は、事前に参考品と比較できる資料（カタログのコピー及び製品図面）を作成の上、担当者

に説明し承認を得ること。同等品の確認には時間を要するので（即日回答はできません。）、入札日の２営業

日前までに資料を提出すること。 

 

２ 条件  

※製品仕様及び設置場所については参考図面（別添）を確認すること。 

【共通仕様】 

・設置にあたっては「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」を遵守し、物的ハザードを防止する 

こと。 

・設置場所は遊具の安全領域を十分確保できる位置とし、学校及び学校管理課の承認を得た上で決定する 

こと。 

・基礎施工時の型枠は土枠可とするが、製品図面の既定寸法以上の寸法を確保すること。 

・基礎の底面に砕石を敷設すること。敷設厚は図面に記載されている寸法以上とすること。 

・基礎と遊具を固定する抜け止めのアンカーを必ず取り付けること。 

・基礎は土被り100mm以上確保するため覆土を行うこと。 

・基礎の覆土範囲の端部は周辺地形と段差が発生しないように擦り付けを適切に行うこと。 

 

【ブランコ】 

・着座部底面の最下点から着地面までの間隔（スイングクリアランス）は、児童が着座した状態で 350mm 以

上確保することを基準とし、許容範囲は450mmまでとする。 

・吊り部材は、十分な強度があり、摩耗や緩みが生じにくく、安全性を十分考慮した材質、形状及び構造と

するものとし、バリのないものを使用すること。またシャックルは使用しないこと。 

・梁への吊り部材の取付位置は製品図面に記載の寸法を厳守するものとし、吊り下げ角度（児童が着座した

状態で鉛直方向に対して2度以上）、隣り合った吊り部材同士及び吊り部材と支柱部との間隔（着地面から

1000mmの位置で650mm以上）を適正に確保すること。 

・振動部の回転軸や吊り部材は緩み止めの処置を施し固定すること。 

・振動部の着座部座面の上端から回転軸までの高さは1750mm以上確保すること。 

 

 



5083000159 遊具（広見小学校） 案件概要（２／５） 

 

【ブランコ境界柵】 

・境界柵は安全領域内に設置しないこと。 

・境界柵の設置面から横架材上面までの高さは600mm以上800mm以下とすること。 

・通路を確保するため、隣接する境界柵同士の間隔は500mm以上離して設置すること。 

 

３ そ の 他 

・運搬搬入、組立、据付設置（基礎部を含む）、旧品撤去（ブランコ１台、境界柵一式）に係る費用を含むこ

と。 

・着工前、施工中、施工後の写真帳を提出すること。基礎は枠の寸法、砕石の敷設厚の計測状況、アンカー

の取付状況及び土被り厚の計測状況を撮影すること。 

・施工中はバリケード設置等の安全対策を行うものとし、児童生徒の安全に十分に配慮すること。 

・搬入設置等の日時は事前に学校及び学校管理課と協議の上決定すること。 

・搬入時の梱包材等は持ち帰り処分すること。 

 

※搬入日時等の連絡：広見小学校 教頭 八ツ木 ℡２１－２１９１ 

※仕様及び同等品に関する問い合わせ：学校管理課 植松 ℡５５－２８６６ 
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5083000159　遊具（広見小学校）（４／５）
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